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　神奈川で行われたワーカーズ・コレクティブ全国会
議の 2 日目の自主企画③に W.Co 共済㈱として「ワー
カーズの活動・事業継続のためにどのような保障が必
要か？－リスクに対する備えは出来ていますか－」と
いうテーマで参加しました。
出資・経営・労働をメンバー全員で担う働く人の共同
組合であるワーカーズ・コレクティブは、事業を行い
ながら自分たちが目指す地域づくりを実践しています
が、地域づくりはワーカーズの活動・事業が継続して
こそ実現できるものです。

　そこで、活動・事業を継続のためには保障 ( 保険 )
をつけることもリスク管理の一つとして必要という視
点で、業種ごとに必要な保障は何か、いくつかのワー
カーズにどのような保障を付けているかといったアン
ケートから説明を行いました。
　続いて「ワーカーズ・コレクティブ所得保障共済」
について、自前の労働保障として生み出した「W.Co
共済」が保険業法の改定でやむを得ず「株式会社」を
選択したこれまでの経緯、ワーカーズの活動に寄り
添った保障内容の説明、事例紹介では時節柄 2020 年
7 月～ 2022 年 2 月審査会までの新型コロナウイルス
関係の累計もお話ししました。

　冒頭、参加者の音声を自主企画主催者側で調整でき
ずお聞き苦しいところがあったり、オンライン開催と
いう性質上、リアルな質問のやりとりができず残念で
したが、109 名という多数の方に参加いただき改めて
自分たちに必要な保障を考える一助としていただけま
したら幸いです。ご参加ありがとうございました。

  　　　　　　　取締役　　折原佐知子
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　2021 年度は加入目標を 3200 名と設定しましたが、皆様のご協力のもと 3月 1日現在で 3,258 名と
なりました。
　今年度もコロナ感染対策が必要な年でしたが、昨年とは異なり各団体がオンラインに習熟してきた
こともあり、ワーカーズ共済でもオンライン利用の説明会が増えました。
　また、2020 年度実施したアンケート報告をまとめ、今年度は制度保障の見直しを
行っています。検討チームには３つの連合組織、ワーカーズ・コレクティブネットワーク
ジャパンの方にも参加していただいています。加入者のニーズを尊重しつつ、健全
経営を目指すために保障内容について検討していきたいと考えております。
　今年もまだまだコロナ感染対策を継続する必要がありますが、ワーカーズ共済は
ワーカーズメンバーが元気に働き続けることを応援していきます。
　次年度もよろしくお願いいたします。
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保険金支払い通知書について

新型コロナウィルス感染者の増加に伴い、みなし陽性・
自主療養が認められました。
感染者の同居家族に発熱症状が出た場合、検査をしな
くても医師が感染者とみなす「みなし陽性」と重症化
リスクが低い方で抗原検査キットや無料検査で陽性が
判明した場合は、「自主療養」( 神奈川県 ) を選べるこ
とになっています。

W.Co 共済では、「みなし陽性」「自主療養」を選択し
自宅療養をされた方でも病気休業を申請できます。
みなし陽性・自主療養のおいても、自治体より証明書
が発行されるようですので、書類の添付をお願いしま
す。証明書が出ない場合はご連絡ください。

「みなし陽性」・「自主療養」でも　病気休業申請が可能です

ワーカーズ・コレクティブ共済では、『通勤中』に
ケガをした場合も、　「就業中傷害保障」として給付
します。（通院保障のみでも申請OK）
また、いつもの通勤経路を大幅に逸脱しなければ

・コンビニで買い物をした
・銀行に行ってお金をおろした　など

日常生活に必要な行動のために通勤経路を外れた時
のケガでも、申請できます。

（ただし、訪れた店舗敷地内でのケガは
保障できません。）

通勤中にケガしちゃった︕︕

これまで、審査会承認後に所属団体へ「保険金支払通知書（保険金額・振込日）」を郵送
していました。

保険金を申請した方からのアンケートで「保険金額が他の人に分かる状態なのは問題で
あるため対応してほしい」とのご意見を頂きました。

上記、ご意見を頂いた昨年末より、申請したご本人宛に保険金支払案内書を封筒に入れ
団体に郵送しています。しかし、ワーカーズ・コレクティブ共済では、「改正個人情報保
護法」の研修を受けて、現在、再度対応を検討しています。対応が決まり次第、皆様に
ご連絡致します。

こんな問い合わせをいただきました


